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伊

勢

国

の
　
荘

―
　
智

は
じ
め
に

二
重
県
の
荘
園
は
、
伊
勢
国
大
国
荘

・
寛
丸
名
、
伊
賀
国
玉
滝

・
黒
田
荘
等
の

研
究
に
は
豊
富
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
、
日
本
古
代

・
中
世
史
解
明
に
多
大
な
役
割

を
果
し
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

一
部
の
著
名
な
荘
園
を
の
ぞ
け
ば
、

】
脚
嘲
¨
呻
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鰤
申
〓
は
一
¨
“
け
に
」
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¨
制
慨
［
け
脚
』
［
】

史
料
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
伊
勢

・
志
摩

・
伊
賀
の
中
世
政

治
史
の
研
究
が
、
南
北
朝
期
の
南
伊
勢

・
伊
賀
に
集
中
し
て
、
佐
藤
進
二
氏
の
鎌

倉
～
南
北
朝
期
の
守
護
研
究
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
他
の
地
域
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
と
い
う
状
況
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
荘
園
を
研
究
す
る
に
は
、
こ
れ
を
と
り
ま
く
政
治
過
程
が
明
ら
か

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
逆
に
政
治
過
程
は

一
荘
園
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
政
治
史
の
構
築
を
念
頭
に

お
ぎ
つ
つ
も
、
こ
れ
は
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
ぇ
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
ま

ず
は
比
較
的
史
料
に
意
ま
れ
、
依
拠
す
べ
き
研
究
成
果
も
あ
る
荘
園
を
対
象
と
し

つ
つ
、
伊
勢
国
の
荘
園
の
特
徴
の

一
端
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
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、
概
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∧
概
　
略
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稲

本

紀

昭

智
積
御
厨
は
、
現
四
日
市
市
智
積
を
荘
域
の
中
心
と
し
、「
伊
勢
神
宮
内
宮
を
本

家
、
中
御
門
家
を
領
家
と
す
る
御
厨
で
あ
る
。
こ
の
御
厨
に
関
し
て
は
、
伊
藤
信

氏

「
名
解
体
期
の
階
層
分
化
と
名
主
層
の
性
格
っ
の
研
究
が
あ
る
。
氏
の
研
究
は

表
題
の
示
す
ご
と
く
、
長
禄
二

（
一
四
五
八
）
年
ｏ
智
積
御
厨
年
貢
帳
を
素
材
と

し
て
名
主
層
の
性
格
を
分
析
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
若
千
の
問
題
が
残

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
御
厨
に
関
し
て
包
括
的
に
述
べ
て
み

・

よ
う
と
思
う
。
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智
積
御
厨
の
初
見
史
料
は
文
永
十
二

（
一
二
七
五
）
年
二
月
の
荒
本
田
章
氏
等

申
Ю

（
Ａ
文
書
と
す
る
。
）
と
、
同
年
と
推
定
さ
れ
る
同
じ
く
荒
本
田
章
氏
等
申

壮
で
あ
る
っ

（
Ｂ
文
書
と
す
る
。
）

Ａ

・
Ｂ
両
文
書
の
内
容
は
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
成
立
の
問
題
に
絞

っ

て
み
て
み
よ
う
“
成
立
経
緯
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
Ｂ
文
書
に

「
当
御

厨
者
、
上
分
拾
斜
ヽ
日
入
米
弐
拾
斜
也
、
而
本
日
入
所
前

々
四
祢
宜
公
俊
神
主
｝

（傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）
と
あ
る
箇
所
で
、
公
俊
神
主
の
日
入
に
よ

っ
て
内
宮

領
御
厨
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
四
祢
宜
公
俊
は

「
神
宮
典
略
』

所
収

「
内
宮
祢
宜
年
表
」
に
よ
る
と
、
仁
平
三

（
一
一
五
三
Ｙ
年
八
月
、
父
経
仲

の
譲
り
を
う
け
、
・
九
月
五
祢
宜
に
補
任
さ
れ
、
永
暦
元

（
一
一
六
．Ｏ
）
年
、
四
祢

宜
、
仁
安
二

（
一
一
六
七
）
年
、
辞
、
建
久
四

（
∵
一
九
二
）
年
十
月
卒
と
あ
る
。

二
1 ‐

伊

勢

国

の

荘

園

ロ

ー

智

積

敵

厨

I

は
じ
め
に

三
重
県
の
荘
園
は
'
伊
勢
国
大
国
荘

･
寛
丸
名
'
伊
賀
国
玉
滝

･
黒
田
荘
等
の

研
究
に
は
豊
富
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
'
日
本
古
代

･
中
世
史
解
明
に
多
大
な
役
割

を
果
し
て
来
た
.
し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
ら

1
部
の
著
名
な
荘
園
を
の
ぞ
け
ば
'

そ
の
他
の
荘
園

(御
厨

･
御
薗
)
に
つ
い
て
は
'
二
二

二
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て

①

い
る
の
み
で
､
ほ
と
ん
ど
放
置
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
｡
こ
の
原
因
は
､

史
料
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
が
'
伊
勢

･
志
摩

･
伊
賀
の
中
世
政

治
史
の
研
究
が
､
南
北
朝
期
の
南
伊
勢

･
伊
賀
に
集
中
し
て
'
佐
藤
進

1
氏
の
鎌

倉

～
南
北
朝
期
の
守
護
研
究
を
の
ぞ
け
ば
'
そ
の
他
の
地
域
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
と
い
う
状
況
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
｡
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
は
あ
る
が
'
荘
園
を
研
究
す
る
に
は
'
こ
れ
を
と
り
ま
く
政
治
過
程
が
明
ら
か

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
'
逆
に
政
治
過
程
は

1
荘
園
の
研
究
に
よ

っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
｡
こ

の
小
論
に
お
い
て
は
'
政
治
史
の
構
築
を
念
頭
に

お
き

つ
つ
も
'
こ
れ
は
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
こ
と
で
あ
る
の
で
'
ま

ず
は
比
較
的
史
料
に
恵
ま
れ
'
依
拠
す
べ
き
研
究
成
果
も
あ
る
荘
園
を
対
象
と
し

つ
つ
'
伊
勢
国
の
荘
園
の
特
徴
の

1
端
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
｡

｢

概

略

<
概

略
>

稲

本

紀

昭

智
積
御
厨
は
'
現
四
日
市
市
智
積
を
荘
域
の
中
心
と
L
t
伊
勢
神
宮
内
宮
を
本

家
'
中
御
門
家
を
領
家
と
す
る
御
厨
で
あ
る
｡
こ
の
御
厨
に
関
し
て
は
'
伊
藤
信

㊥

氏

｢
名
解
体
期
の
階
層
分
化
と
名
主
層
の
性
格
｣
の
研
究
が
あ
る
｡
氏
の
研
究
は

表
題
の
示
す
ご
と
-
､
長
禄
二

二

四
五
八
)
年
の
智
積
御
厨
年
貢
帳
を
素
材
と

し
て
名
主
層
切
性
格
を
分
析
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
い
ま
だ
若
干
の
問
題
が
残

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
こ
の
御
厨
に
関
し
て
包
括
的
に
述
べ
て
み

,

■
よ
う
と
思
う
｡

<
成

立
>

智
積
御
厨
の
初
見
史
料
は
文
永
十
二

(
一
二
七
五
)
年
二
月
の
荒
木
田
章
氏
等

㊥

申

状

(A
文
書
と
す
る
｡
)
と
'
同
年
と
推
定
さ
れ
る
同
じ
-
荒
木
田
章
氏
等
申

④

状
で
あ
る
｡

(B
文
書
と
す
る
｡
)

A
･
B
両
文
書
の
内
容
は
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
､
こ
こ
で
は
成
立
の
問
題
に
絞

っ

て
み
て
み
よ
う
｡
成
立
経
緯
の
手
掛
り
を
与
え
て
-
れ
る
の
は
B
文
書
に

｢
当
御

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

厨
者
'
上
分
給
餌
'
口
入
米
式
拾
射
也
'
而
木
口
入
所
前

々
四
祢
宜
公
俊
神
主
｣

(傍
点
筆
者
'
以
下
同
じ
)
と
あ
る
箇
所
で
､
公
俊
神
主
の
ロ
人
に
よ

っ
て
内
宮

領
御
厨
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
こ
の
四
祢
宜
公
俊
は

『
神
官
典
略
ら

所
収

｢
内
宮
祢
宜
年
表
｣
に
よ
る
と
'
仁
平
三

二

1
五
三
)
年
八
月
'
父
経
仲

の
譲
り
を
う
け
'
･
九
月
五
祢
宜
に
補
任
さ
れ
､
永
暦
元

(
二

六

〇
)
年
'
四
祢

宜
'
仁
安
二

(
二

六
七
)
年
'
辞
'
建
久
四

(
二

九
三
)
年
十
月
卒
と
あ
る
｡



こ
の
い
つ
の
時
期
に
口
人
を
行

っ
た
の
か
も
と
よ
り
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

⑨

が
'
ち
な
み
に
'
建
久
三
年
八
月
の

｢
伊
勢
大
神
宮
神
領
注
文
｣
に
は
そ
の
名
が

み
え
ず
'
同
三
年
六
月
三
日
の
奥
付
が
あ
る

F.皇
大
神
宮
年
中
行
事
J
に
も
見
え

甘
い
o
『
神
風
抄
』
で
は

｢
以
上
御
費
上
分
沙
汰
｣
項
目
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
O

旧
内
宮
文
殿
本

『
神
鳳
抄
』
で
は
朱
点
か
'
黒
点
か
'
い
ま
だ
確
か
め
え
て
な
い

⑥

が

'

そ
の
ロ
人
の
時
期
を
建
久
三
年
末

-
同
四
年
始
の
頃
と

一
応
考
え
て
お
-
0

右
の
ど
と
く
'
公
俊
の
口
人
に
よ

っ
て
'
建
久
三
～
四
年
頃
成
立
し
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
,
そ
の
寄
進
主
体
に
つ
い
て
は
A
･
B
史
料
と
も
何
軒
琴

b
な
-

不
明
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

二
､
伝

領

∧
木

所

∨

本
所
が
内
宮
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
'
そ
の
得
分

-
上
分
米
は
十
石
で
あ
っ
た
｡
中
世
末
ま
で
内
宮
は
本
所
と
し
て
の
地
位
を
維
持

し
っ
づ
け
た
の
で
あ
る
が
'
上
分
米
は
時
代
の
推
移
と
と
も
に
減
少
の

l
途
を
た

ど

っ
て
い
る
｡

『
神
鳳
抄
』
で
は

｢
内
宮

百
八
十
丁

十
石

(
口
)
入
加
地

イ

子

｢
二
十
石
｣
(

珊
石
)
｣
と
あ
り
'
文
永
十
二
年
段
階
と
同
数
値
が
記
載
さ

れ
て
い
る
｡
長
禄
二
年
の
智
積
御
厨
年
貢
帳
で
は

｢
公
方
御
年
貢
内
下
物
分
｣
と

し
て
､

加
地
子
上
分
井
口
入
上
分
二
分

二

七
石
三
斗

正
御
上
分
三
石
三
斗

五
舛

⑦

中
上
分
四
石
五
斗

と
み
え
て
い
る
｡
こ
の
年
貢
帳
は
後
に
委
し
-
ふ
れ
る
が
'
御
厨
全
域
を
お
お
う

も
の
で
な
く
'
従

っ
て
こ
の
時
期
の
上
分
へ
口
入
米
の
全
量
を
示
す
も
の
で
は
な

い
｡
康
正
三

二

四
五
七
)
年
'
口
入
所
雑
草
光
長
が
'

｢
当
時
小
笠
原
殿
御
代㊥

官
'
号
開
所
有
限
上
分
米
井
口
入
米
'
依
無
沙
汰
神
役
令
聞
知
｣
と
訴
え
て
お
り
'

右
の
年
貢
帳
に
記
載
さ
れ
な
い
上
分
米
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
そ
の

●

後
'
十
五
世
紀
末
に
な
る

｢内
宮
年
中
神
役
下
行
記
｣
に
は
'

｢
智
横
寺
'

1
石
'

代
々
新
薬
師
寺
祈
祷
料
｣
と
あ
り
､

｢
内
宮
近
代
神
領
納
所
記
｣
､

｢
事
績
元
年

㊥

庁
宣
注
文
｣
な
ど
に
は

｢
二
石

代
々
新
薬
師
寺
祈
祷
料
｣
と
あ
り
'
時
代
は
降

っ
て
'
天
正
十

1

(
7
五
八
三
)
年
作
成
の

『
内
宮
神
領
本
水
帳
』
で
は
'
｢

四

貫
六
七

〇
文
｣
と
'
数
値
は
多
少
の
上
下
は
あ
る
が
'
十
五
世
紀
末
に
は

｢
御
厨
｣

と
し
て
の
実
質
は
甚
々
心
細
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡

∧
給

主
∨

ロ
入
所
=
給
主
に
つ
い
て
は
t
A
･
B
文
書
に
よ
れ
ば
'
公
俊
は
口
入
米
二
十

石
を
二
分
し
'
十
石
分
を
次
男
権
祢
宜
清
満
に
譲

っ
た
｡
そ
の
後
'
清
溝
の
後
胤

(
所
カ
)

経
時
神
主
が
こ
れ
を
伝
領
し
た
が
､
彼
は
僧
蓮
導
を
し
て

｢領
家
預

口
祈

祷
｣
の

た
め
'

｢
以
便
宜
神
官
'
可
命
数
忠
勤
之
旨
｣
を
書
き
置
き
'
こ
れ
を
譲

っ
た
｡

こ
の
便
宜
の
神
官
と
し
て
蓮
導
6j凍
子
で
あ
っ
た
経
盛
神
主
の
子
経
世
が
な

っ
た
｡

他
方
'
嫡
子
分
十
石
は
'
華
氏
の
主
張
に
よ
れ
ば
'
数
代
違
乱
な
-
相
伝
L
t
華

氏
以
下
面
々
が
知
行
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
経
盛

･
経
世
父
子
は
こ

の

塙
分
を

｢寄
事
於
僧
尼
知
行
｣
せ
て
押
琴

b
ん
と
領
家
を
掠
申
そ
う
と
し
た
が
'

領
家
よ
り

｢
任
先
傍
例
'
依
道
理
､
可
治
定
之
旨
｣
'
勧
奉
書
が
下
さ
れ
た
｡

し

か
る
に
'
彼
等
の
猛
威
を
恐
れ
て
'

｢
公
文
所
之
人
'
難
執
申
｣
た
め
'
領
家
に

直
訴
す
る
次
第
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
こ
の
相
論
の
結
果
は
明
ら

か
で
な
く
､
ま
た
こ
の
後
輪

･
次
男
分
が
ど
の
よ
う
に
相
伝
さ
れ
た
か
も
不
明
で

2



●
●

あ
る
｡
わ
ず
か
に
前
掲
康
正
三
年
の

『
氏
経
卿
引
付
』
に

｢
口
入
所
雑
掌
光
長
｣

⑲

の
名
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
｡

<
領

家
V

A
.
B
文
書
に

｢領
家
｣
が
存
在
し
'
し
か
も
荘
務
権
は
領
家
が
掌
撞
す
る
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
そ
の
名
前
は
不
明
で
あ
る
0

⑪

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て

｢
田
中
教
忠
氏
所
蔵
文
書
｣
中
に
次
の
よ
う

例

這

故
中
納
言
家
都
議
状
正
文
建
武
四
年
八
月
十

盲

己
上

右
為
武
家
御
沙
汰
'
所

(
二
二
六
六
)

貞
治
五
年
十

月
三

こ
の
目
録
に
あ
げ
ら
れ
た

預

之
状
如
件

法
眼
定
祐

(花
押
)

書
の
中
､
幸
い
な
こ
と
に
t
m

･
肘

･
H

･
糾

･佃

⑲

な
文
書
が
あ
る
｡
行
論
の
関
係
上
全
文
を
引
用
す
る
｡

を
頭
書
し
た
｡
)

(端
裏
書
)

｢
智
積
御
厨
文
書
琵

謂

三
｣

入
口

(な
お
便
宜
上
'
川

-
仰

悼)Uv)庚)(リ)帆(ト)(̂日ホ日=)ト
目口HJl)

--1-L-1------1114-
通通通通通通通通通通通通

給旨正文貞治五年五月十八日

御系図案文

冷泉局御譲状案文文永九年十月十五日

開髄匡遠目文案文

公行卿御譲状正文元応二年七月盲

院宣正文一′芸元年四月廿四日姶旨正文正中二年八月十三日給旨案文嘉麿三年四月廿七日絵旨正文嘉暦三年五月廿九日輪旨正文嘉暦三年六月十五日

氏女あくり埜削和議状嘉暦三年五月廿日正文

管案文譜表需++.1.llm

･
州
･
桝
は

『
口
宜
給
旨
院
宣
御
教
書
案
』

(以
下

｢
御
教
書
案
｣
と
略
記
す
る
｡
)

に
含
ま
れ
'
桝
は
大
日
本
古
文
書

『
醍
醐
寺
文
書
』

1
巻
二
七

1
･
二
七
三
号
文

書
と
し
て
残

っ
て
い
る
｡
(但
し
'

｢
醍
醐
寺
文
書
｣
は
年
欠
で
あ
る
｡
)
ま
ず
㈹

文
書
を
と
り
あ
げ
検
討
し
よ
う
｡

｢御
教
書
案
｣
か
ら
該
当
す
る
文
書
を
掲
げ
る
｡

(変
体
仮
名
は
改
め
た
｡
)

譲
渡
'
伊
勢
国
智
積
御
厨
事

右
こ
の
所

ハ
'
冷
泉
局
文
永
の
譲
状

一二

期
の
後

ハ
'
故
中
将
入
道

二
譲

へ
き

よ
し
ね
ん
こ
ろ
に
か
き
の
す
る
う

へ
ハ
'
其
次
第
子
細
あ
る
へ
か
ら
さ
る

こ
､

(森
)

(衣
比
原
)

早
世
の
あ
ひ
た
其
子
あ
-
り
御
前

二
粛
生
も
り
二
郷
'
三
位
に
は
ゑ
ひ
ハ
ら
二

(小
林
)

(庭
)

郷
'
大
納
言
あ
さ
り
了
覚
に

ハ
こ

ハ
や
し
t
に

ハ
田
二
か
う
､
か
や
う

こ
わ
け

て
智
行
せ
ら
る
へ
-
候
'
い
こ
ね
に

ハ
あ
さ
り
と
あ
-
り
と
の
ふ
ち
に
て
侯

へ

く
候
､
か
や
う
こ
申
お
-
と
は
り
た
れ
く

も
た
か

へ
ら
る

へ
か
ら
す
状
如
件

二

三
二
〇
)

元
応
二
年
七
月

1
日

判

右
文
書
の

｢
判
｣
の
主
が
公
行
卿
で
あ
る
こ
と
が
日
録
に
よ

っ
て
明
ら
か
と
な
る
0

こ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡
智
積
御
厨
は
'

;
冷
泉
局
よ
り
､
文
永
年
間
'
公
行
が

1
期
分
と
し
て
譲
ら
れ
た
｡

口

一
期
の
後
は
中
将
入
道

へ
譲
る
べ
L
と
冷
泉
局
譲
状
に
あ

っ
た
｡

臼

し
か
る
に
'
中
将
入
道
は
早
世
し
た
の
で
'
そ
の
子
供
達

3



川

あ
-
り
御
前
に
'
瓜
生
'
森
二
郷

i
r

三
位
に
'
衣
比
原

(上

･
下
)
二
郷

い

了
覚
に
､
小
林
'
庭
田
二
郷

.
巨

い
こ
ね
は
'
あ
-
り
'
了
覚
二
人
が
扶
持
す
る
こ
と
.

以
上
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
い
文
書
'
冷
泉
局
譲
状
は
現
存
し
な
い
が
'
そ
の

内
容
の
お
お
よ
そ
は
う
か
が
い
う
る
｡
当
御
厨
は
冷
泉
局
-
公
行
-
あ
-
り

･
三

位

･
ア
覚
へ
と
伝
領
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
と
も
に
､
文
永
十
二
年
の

｢
領

家
｣
は
公
行
卿
で
あ
,P
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
｡

で
は
右
に
登
場
す
る
人
物
を
よ
り
委
し
-
み
て
み
よ
う
｡
そ
の
手
掛
り
と
な
る

の
が

｢三
位
し
な
る
人
物
で
あ
る
′｡

｢
御
教
書
案
｣
に
正
中
二

(
二
二
二
五
)
年
十

月
十

一
日
付
の
後
醍
醐
天
皇
給
旨
案
が
あ
り
'
そ
の
内
容
は

｢伊
勢
国
智
積
庄
内

瓜
生
､
森
両
卿
事
奏
聞
之
処
'
室
町
三
位
不
叙
用
勅
裁
之
条
へ
事
実
者
不
可
然
'

早
止
其
妨
'
可
全
所
務
之
由
'
可
令
伝
仰
藤
原
氏
女
給
之
旨
-
｣
と
'
藤
原
氏
女

(あ
く
り
御
前
で
あ
ろ
う
｡
)
と
室
町
三
位
と
の
相
論
に
つ
い
て
藤
原
氏
女
に
安

堵
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
室
町
三
位
が
右
の
三
位
と
同

1
人
物
で
あ
る
こ
と

⑲

は
容
易
に
わ
か
る
.｡
そ
し
て
こ
の
室
町
三
位
が
'
後
年
'
嘉
吉
二

(
1
四
四
二
)

年
の
大
日
寺
と
申
御
門
家
の
相
論
を
め
ぐ

っ
て
出
さ
れ
た
後
花
園
天
皇
給
旨
案
に

み
え
る

(
｢大
日
寺
称
有
室
町
三
位
季
行
卿
寄
進
状
｣
)
室
町
三
位
季
行
と
同
人

⑲

物
で
あ
る
こ
と
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
季
行
を

『
公
卿
補
任
』
に
よ

っ
て
委
し
-
み
る
と
､
正
和
元

(
二
二
二

一)
年
'
従
三
位
'
非
参
議
'
入
道
従

■
●

二
位
公
行
卿
男
'
母
従
三
位
藤
済
家
卿
女
'
初
名
実
為
'
実
綱
'
さ
ら
に
改
名
し

て
季
行
へ
元
徳
元

二

三
二
九
)
年
へ
従
三
位

･
非
参
議
の
地
位
で
出
家
'五
+
七

才
｡
他
方

『
尊
卑
分
脈
』
で
は

｢実
為
｣
の
名
で
掲
げ
ら
れ
'

｢実
藤
卿
息
也
'

始
為
公
要
子
､
依
彼
卿
早
世
'
相
続
実
藤
卿
跡
｣
と
あ
り
'
父
親
が
雨
音
で
は
異

な
っ
て
い
る
｡

『
尊
卑
分
脈
』
の
系
図
を
掲
げ
る
と
.
(

｢

｣
内
は
筆
者
が
補

な
う
｡
)

室
町

-
実

藤

■●■●●●●●●■■●●●

:従
正 :
二 公公

重位 行

参
木

･
左
中
将

実
為
1

公
春

母
左
大
将
実
有
女

…

弘
安
八
･
六

･
尭

…

先
父
卿

∵
｢
あ
く
り
｣

∵

大
納
言
阿
闇
梨
了
覚

右
系
図
に
よ
っ
て
､
早
世
し
た
故
中
将
入
道
が
誰
で
あ
る
か
が
は
っ
き
り
す
る
｡

挙
行
の
父
公
重
に
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

(公
行
譲
状
か
ら
'
季
行
は
公
重
の
子

で
あ
り
'
父
を
公
行
と
す
る

『
公
卿
補
任
』
'
実
藤
と
す
る

『
尊
卑
分
脈
』
共
に

誤
り
)
｡
こ
の
公
重
は

『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
'
弘
安
八
年
'
三
十
才
'
従
二

位
､
参
議
左
中
将
'
越
前
権
守
で
'
五
月
十
七
日
出
家
'
六
月
六
日
逝
去
し
て
い

る
｡
そ
し
て
'
公
行
こ
そ
は
'
そ
の
庶
兄
に
あ
た
る
人
物
で
あ
り

(ち
な
み
に
'

弘
安
八
年
'
彼
は
四
十
三
才
'
正
三
位
'
非
参
議
で
あ
っ
た
｡
)

'

『
公
卿
補
任
』

に
は

｢
前
権
大
納
言
正
二
位
実
藤
卿
男
'
母
前
大
外
記
師
朝
女
｣
と
あ
る
｡
で
は
'

彼
､
公
行
に

7
期
分
と
し
て
当
勧
厨
を
譲

っ
た
冷
泉
局
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
.
莱

だ
確
定
す
る
史
料
を
見
出
せ
な
い
で
い
る
が
'
最
も
可
能
性
の
高
い
の
は
彼
の
母

⑲

大
外
記
師
朝
の
女
で
あ
ろ
う
｡
ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う
に
推
定
し
て
お
-
｡

次

に
両
氏
女
あ
-
り
御
前
譲
状
を
と
り
あ
げ
る
｡

｢
御
教
書
案
｣
申
該
当
す
る
文
書
を
左
に
掲
げ
る
｡
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ち
し
ゃ
く
の
ミ
-
り
や
ハ
さ
う
て
ん
の
と
こ
ろ
に
て
候
,
う
り
う
､
も
り
'
に

は
た
,
こ
は
や
し
四
か
う

ハ
た
う
ち
き
ゃ
う
に
て
候
,
の
こ
り
の
か
う

ー､
お

も
と
折
衝
さ
た
候
へ
-
候
,
少
将
殿
,
又
い
て
き
て
候

ハ
む
人
に
も
御
は
か
ら

ひ
候
へ
-
候
D

わ
け
て
ゆ
つ
ら
せ
お

ハ
し
ま
し
ま
い
る
へ
く
候
'
こ
の
う
ち
'

り
け
う
ミ
や
う
,
祢
き

,r
や
う

ハ
,
な
い
し
と
の
の
宮
の
勧
か
た
へ
御

言

の

は
と
ゆ
つ
り
ま
い
ら
せ
て
候
に
ハ
,
勧

ハ
ん
を
す
ゑ
ら
れ
あ
れ

ハ
t
L
さ
い
あ

る
ま
し
く
候
,
う
り
う
,
も
り
の
ち
ょ
-
さ
い
に
あ
つ
か
り
候
し

ハ
し
め
よ
り

も
ん
し
ょ
と
も
-
し
て
ま
い
ら
せ
候
へ
-
候
､
さ
り
と
も
こ
と
さ
ら
か
や
う
に

か
き
て
ま
い
ら
せ
候
あ
な
か
し
く
｡藤

原
氏
女
あ
-
り
勧
せ
ん

か
り
ゃ
-
三
ね
ん
五
月
廿
日

判

内
容
を
要
約
す
れ
ば
､

H
豊

､
森
･
小
林
,
庭
田
四
-

そ
の
他
の
警

少
将
に
譲
る
｡

口

た
だ
し
,
理
教
,
祢
宜
名
は

1
期
分
と
し
て
,
内
侍
宮
の
努

に
譲
る
｡

白

今
後
,
生
れ
る
子
供
達
に
も
分
譲
す
る
こ
と
｡

と
な
ろ
う
か
｡
こ
の
譲
状
で
注
目
さ
れ
る
の
は
,
か
っ
て
了
覚
に
譲
ら
れ
た
小
林
'

庭
田
郷
が
あ
-
り
の
手
に
帰
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
'
了
覚
の
死
に

よ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
,
そ
の
具
休
的
な
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
｡
ま
た
'
そ
の
他

の
郷
が
い
ず
れ
を
指
す
の
か
も
不
明
で
あ
る
が
,
先
に
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
二

万
で
は
瓜
生
,
森
ま
た
庭
田
･
小
林

(
｢
醍
醐
寺
文
書
｣
二
七
三
)
を
め
ぐ
っ
て

季
行
と
相
論
中
で
は
あ
る
が
,
あ
-
り
の
時
,
了
覚
分
も
合
わ
せ
'
そ
の
所
管

拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
｡
さ
て
,
で
は
こ
れ
ら
を
譲
ら
れ
た

｢

少
将
｣
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
手
掛
り
は
あ
-
り
と
い
う
女
性
に
あ
る
｡
あ

く
り
に
関
す
る
史
料
を

｢御
教
書
案
｣
か
ら
二
'
三
摘
記
す
る
と
へ

届

元
亨
元

(
1
1111
…

年
四
月
廿
四
日
､
絵
琶

公
行
卿
去
年
七
月

一
日
譲

状
に
任
せ
て
安
堵
の
旨
'

｢被
伝
仰
藤
原
氏
女
｣

宛
先
'
大
蔵
卿

心

同
三
年
四
月
日

公
行
譲
状

｢申
御
門
女
房
の
分

ハ
,
元
応
二
年
七
月

一
日
乃
ゆ
つ
り
状
の
お
も
む
さ
さ

う
ゐ
あ
る
ま
し
く
候
｣

吊

正
中
二

(
≡

云

)
年
八
月
十
三
日
,管

'
瓜
生
､
森
郷
安
堵
の
旨
'

｢可
令
伝
仰
藤
原
氏
女

｣

宛
先

中
和
門
宰
相

仙

嘉
暦
三
年
五
月
廿
九
日
,
庭
甲

小
林
両
郷
地
下
濫
妨
停
止
'
所
誓

全

く
す
べ
し

宛
先

新
藤
中
納
言

右
に
よ
っ
て
あ
-
り
が
藤
原
氏
女
･
中
御
門
女
房
と
も
呼
ば
れ
る
人
物
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
｡
つ
い
で
宛
先
で
あ
る
大
蔵
卿
,
中
御
門
宰
相
,
新
中
暫

ロ
が
誰
を

さ
す
の
か
･

『
公
卿
補
任
』
で
調
べ
る
と
二

等

元
年
時
の
大
蔵
卿
は
参
議
正
三

位
中
御
門
冬
定
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
｡
彼
は
嘉
暦
三
年
三
月
十
六
日
に
権
中

納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
,
こ
の
新
中
納
言
も
冬
定
で
あ
る
｡
以
上
か
ら
'
あ
く

り
は
元
亨
元
年
以
前
,
中
衛
門
冬
定
と
婚
姻
を
結
ん
で
い
た
事
実
が
明
ら
か
と
な

る
｡
ふ
た
た
び

｢
少
将
｣
な
る
人
物
に
問
題
を
も
ど
そ
う
｡
結
論
か
ら
言
え
ば
'

こ
の
少
将
は
冬
定
と
あ
く
り
の
間
に
所
生
し
た
と
思
わ
れ
る
宗
兼
を
指
し
て
い
る
0

芸

卿
補
任
』
で
宗
兼
を
み
れ
ば
,
嘉
暦
元
年
四
月
廿
二
日
､
左
少
将
へ
同
二
年

●
●
●

四
月
八
日
,
中
宮
権
進
･
同
六
月
八
日
,
遷
右
少
将
'
同
三
年
六
月
十
三
日
'
左
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衛
門
佐
t
と
あ
り
'
当
時
右
少
将
で
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
智
積
御
厨
の
主
要
部

●
●
●
●
●

分
は
中
御
門
宗
兼
に
譲
与
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
か
-
て
'
中
御
門
家
領
智
積
御

厨
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
｡

最
後
に
'
そ
の
後
の
伝
領
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
｡
延
元
元

(
三

三

六
)

年
十
月

L
日
-
こ
の
年
八
月
'
光
明
天
皇
が
即
位
L
t
十

7
月
'
建
武
式
月
が
制

定
さ
れ
'
室
町
幕
府
が
成
立
す
る
と
い
っ
た
政
治
的
大
変
動
が
生
じ
た
年
で
あ
る

が
-
､
光
明
天
皇
給
旨
に
よ
っ
て
へ

｢
庭
田
'
小
林
等
野
'
衣
比
原
上
下
郷
等
'

付
勉
励
厨
｣
し
て
侍
従
宰
相
宗
兼

(
こ
の
年
二
月
二
日
'
任
参
議
'
五
月
十
六
日

⑲

兼
侍
従
)
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
｡
先
に
季
行
に
譲
ら
れ
た
衣
比
原
も
'
や
は
り
こ

の
場
合
も
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
'
宗
兼
の
手
に
帰
し
'
こ
れ
に
よ
っ
て
智

積
御
厨
全
域
を
中
御
門
家
が
知
行
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
突
然
'

車
御
門
家
に
危
機
が
訪
ず
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

建
武
四
年
二
月
十
七
日
'
嫡
子
宗

㊥

兼
が
武
家
に
よ
り
斬
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
勃
発
し
た
｡
こ
の
事
件
の
原
因
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
'
そ
の
四
日
後
の
二
十

7
日
'
前
参
議
徳
大
寺
公
量
､
申
院

親
光
が
'
幕
府
よ
り
逮
捕
さ
れ
る
事
件
が
あ
り
､
あ
る
い
は
こ
れ
と
関
連
す
る
か

も
し
れ
な
い
｡

｢
尊
卑
分
脈
｣
に
は

｢
天
下
依
有
事
｣
と
記
載
さ
れ
て
お
り
'
い

ず
れ
に
し

て
も
政
治
的
背
景
を
持

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
い
｡
老
境
に

さ
し
か
か
っ
た
冬
定
に
と
っ
て
は
'
お
そ
ら
く
心
痛
の
至
り
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
そ
れ

か
ら
の
六
ケ
月
'
申
御
門
家
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
事
が
推
移
し
た
か
は
'
わ
か

ら
な
い
が
'
八
月
十

1
日
'
冬
定
は
三
通
の
譲
状
を
し
た
た
め
､
そ
の
六
日
後
'

⑲

卒
し
た
｡
こ
の
申
､
二
通
は
庶
長
子
右
少
将
宗
重
に
あ
て
た
も
の
で
'
中
御
門
家

地
以
下
遠
江
国
中
高
下
御
厨
'
伊
勢
国
昼
生
中
下
両
圧
等
の
庄
園
'
楽
器
'
本
譜

等
を
'

｢
1
期
之
後
者
｣
は
冬
家

(宗
泰
)
に
譲
る
べ
L
と
定
め
て
い
る
｡
残
り

一
通
は
'

｢
衛
教
書
案
｣
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
'

遠
江
国
小
高
御
厨
内
仏
乗
寺
'
伊
勢
国
智
積
御
厨
等
'
譲
与
小
童
黒
房
也
'
知
行

不
可
有
相
違
'
但

-
期
之
後
者
'
可
返
手
癖
流
'
更
不
可
有
依
違
之
状
如
件

建
武
四
年
八
月
十

盲

正
二
位
藤
原
在
判

と
'
当
御
厨
を
黒
房
に
や
は
り

t
期
分
と
し
て
譲
与
し
た
も
の
で
あ
る
.
こ
こ
で

『
尊
卑
分
脈
』
か
ら
中
御
門
系
図
を
示
せ
ば
'

(

)
内
は
筆
者
｡

権正左

冬
定

′{ 宗中二大
参右六貞重納位弁

E=

冬従
参正 能

議中五治

大 僧三
忠僧宗正宝
済都助 院

賢
理俊 宗左弁才六

完 裏慧違 憲
大

改

-
宣

弁
権
中
納
言

従

二
権

中
納
言

磨

年
死ヽ
ー ′

宗
量

宗
継

性僧被建兼大
院正課武 l弁

-

宗
泰

四
二
十
七
天
下
依
有
事

廿
七

質

6

右
譲
状
で
い
う
小
童
黒
房
は
'
後
の
理
性
院
僧
正
宗
助
で
あ
る
が
'
宗
重
に
譲
ら

れ
た
所
領
等
が
'
堀
河
右
大
臣
以
来
の
重
代
の
所
領
で
あ
り
､
建
武
四
年
当
時
'

未
だ
冬
定
の
管
掌
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
'
そ
の
保
持
に
問
題
が
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
'
智
積
御
厨
は
宗
兼
の
所
領
で
あ
る
た
め
'

そ
の
維
持
に
は
か
な
り
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
｡
黒
房
が
賓
俊

に
入
室
し
た
時
期
は
'
不
明
で
は
あ
る
が
'
尊
氏
'
直
義
と
密
接
な
関
係
を
持

っ

て
い
た
賢
俊
に
入
室
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
､
冬
定
'
も
し
-
は
遺
族
の
腐
心
し
た
姿



を
憩
像
す
る
の
は
や
あ
な
が
ち
う
が
ち
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
｡
こ
う
し
て
庶
長
子

宗
重
に
宗
兼
の
子
宗
泰
を
猶
子
と
し
て
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
申
御
門
家
は
嫡
流

の
維
持
を
は
か
る
と
と
も
に
,
所
領
等
を
将
来
そ
の
嫡
流
に
付
す
る
こ
と
で
以
っ

て
,
当
面
の
危
機
を
の
り
こ
え
た
の
で
あ
っ
た
｡

(宗
重
の
嫡
子
と
思
わ
れ
る
冬

能
が
遁
世
し
て
い
る
の
も
,
何
か
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

)

以
上
,
当
御
厨
は
宗
兼
か
ら
-
形
式
的
に
は
-
冬
定
に
'
さ
ら
に
理
性
院
宗
助

に

t
期
分
と
し
て
伝
領
さ
れ
た
O
そ
の
後
,
宗
重
は
貞
治
六

(
1
11=
ハ
七
)
年
'

宗
泰
も
康
暦
二

三

一八
〇
)
年
率
し
た
｡
こ
の
間
､
州
文
書
'
後
光
厳
天
皇
絵

旨
に
よ

っ
て
理
性
院
法
印
宗
助
が
安
堵
を
う
け
,
武
家
御
沙
汰
の
た
め
文
書
目
録

が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
は
､
あ
る
い
は
宗
重
と
の
間
に
何
ら
か
の
相
論
で
も
生
じ

た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
応
永
五

(
=
二
九
八
)
年
･
後
小
松
天
皇
給
旨
に
よ
っ
て
宗
(所
カ
)

泰
の
子
宗
量

(宗
宣
)
は

｢智
慧

厨
-

御
門
誓

'
可
被
致
管
領
之
由
へ
可

㊨

被
仰
下
候
也
｣
と
御
厨
の
管
領
が
認
め
ら
れ
,
同
士

一年
'
宗
助
は
'

譲
与

伊
勢
国
智
積
御
厨
事

右
御
厨
者
,
当
家
累
代
相
伝
之
地
也
､
然
宗
助
為

一
期
讐

'
可
知
行
之
由
､

苦

警

申
置
上
者
就
嫡
家
頑
中
将
,
相
副
本
文
書
,
所
返
渡
実
也
'
票

可

有
…
門

調

川
月

一
日
理

性
院

在
判

⑳

前
大
僧
正
宗
助

醍
醐
寺
文
書
≒

『
御
教
書
案
』
中
の
文
書
で
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
こ

で
は
,
大
日
寺
と
嵯
峨
大
慈
庵
と
の
二
つ
の
柏
論
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
｡

大
日
寺
は
三
重
郡
寺
方
村

(現
四
日
市
市
)
に
あ
る
禅
寺
で
､

『
金
沢
文
庫
古

文
書
』
に
度
々
そ
の
名
が
み
え
る
｡
特
に
守
護
金
沢
氏
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
よ

㊨

う
で
,
鎌
倉
末
期
･
将
軍
家
御
願
寺
と
な
っ
て
い
る
｡
智
慧

厨
と
も
何
ら
か
の

関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
,
や
は
り

『金
沢
文
庫
古
文
書
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ

㊨

る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の
大
日
寺
と
申
御
門
家

(理
性
院
宗
助
も
含
め
て
)
間
に

前
後
四
回
柏
論
が
生
じ
て
い
る
｡
慣
次
こ
れ
を
み
て
行
こ
う
｡
大
日
寺
側
の
主
張

の
根
幹
に
つ
い
て
は
,
嘉
吉
=

1
四
四
二
)
年
の
後
花
園
天
皇
輪
旨
に
よ
っ
て

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
,

｢伊
勢
国
智
積
御
厨
事
'
度
々
勅
裁
'

院
宣
以
下
相
伝
支
証
之
儀
,
被
聞
食
軍
,
麦
同
国
大
日
寺
称
有
室
町
三
位
挙
行
卿

寄
附
状
,
動
致
蚤

芝

由
云
々
,
而
正
中

･
嘉
暦
勅
裁
被
棄
指
彼
三
位
濫
訴
之
由
'

分
明
之
上
者
,
不
可
被
用
件
寄
進
状
,
偽
永
令
停
止
寺
家
競
望
｣
と
孝
行
の
寄

進
状
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
,
そ
れ
故
に
敗
訴
を
し
て
い
る
｡
し
か
し
'

先
述
し
た
よ
う
に
,
す
で
に
鎌
倉
末
期
･
大
日
寺
が
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
の
で
,
寺
家
側
の
主
張
も
,
全
-
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
か

っ

た
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
｡
さ
て
､
第

一
回
の
訴
訟
は
'
康

7

応
元

(
二
二
八
九
)
年
に
生
じ
て
い
る
｡

言

白
河

と
'
正
式

にこ
れ
を
譲

伝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
S

し
た

｡
こ
の
後
,
当
勧
厨
は

中
御
門
(
松

木
)
家
に
相

伊
勢
国
智
慧

厨
事
､
大
日
寺
前
住
#
住
持
僧
等
連
署

静

文
責
聞
之
処
'
称
当

院
領
之
上
者
,
自
今
以
後
弥
於
彼
寺
訴
訟
者
,
縦
難
有
申
旨
'
永
可
被
棄
摘
者

也
･
此
上
者
､
令
相
伝
領
掌
'
可
令
拍
動
祈
祷
之
椅
誠
行
之
由

三
､
相

論

<
大
日
寺

∨

南
北
朝
動
乱
の
過

程
で
,
智

慧

厨

の支
配
が
度

々
膏
や
か
さ

れ

た
こ
と
は

『

新
院
御
気
色
所
候
也
t
の
執
蓮
如
件

康
応
元
年
七
月
升
目

修
理
権
大
夫

判



㊧

謹

上

理
性
院
僧
正
卸
房

訴
訟
の
内
容

･
経
過
等
は
不
明
で
あ
る
が
'
こ
の
時
大
日
寺
側
は
訴
訟
を
放
棄
す

る
代
償
と
し
て
御
厨
を
詰
所
化
し
て
お
り
'
宗
助
側
と
和
与
が
成
立
し
た
よ
う
で

あ
る
｡
三
月
肘
日
'
大
日
寺
は
前
任
'
当
住
等
の
連
署
の
上
'
次
の
よ
う
な
詩
文

を
提
出
し
て
い
る
｡

請
申

理
性
院
領
伊
勢
国
智
積
和
厨
所
務
職
事

二

不
謂
毎
年
損
否
'
御
年
貢
参
百
貫
文
運
上

i
'
長
日
人
夫
壱
人
可
進
沙
汰
事

1
.
天
下

一
同
諸
国
大
損
亡
之
時
者
'
申
下
上
使
可
有
下
地
内
検
事

一
'
地
下
沙
汰
人
以
下
被
収
公
之
時
'
名
田
#
隠
田
以
下
興
行
時
者
､
上
使
相

共
､
遂
実
検
'
被
成
得
分
'
且
又
可
有
寺
少
得
分
'
検
断
己
下
事
出
来
之
時

(糞
力
)

⑳

者
､
被
注

進
'
談
合
申
t､
可
被
検
断
事
'

(以
下
略
)

二
回
目
は
応
永
十
七
年
に
起
き
て
い
る
｡
十
月
二
日
付
､
正
公
御
寮
宛
'
裏
松
重

㊨

光
書
状
に
よ
れ
ば

'
大
日
寺
は
'
此
度
は
美
濃
入
道
=
飯
尾
貞
行
に
依

っ
て
幕
府

に
訴
え
て
い
る
が
'
同
十
八
年
八
月
二
四
日
の
義
持
御
判
御
教
書
は
､

｢於
大
日

⑳

寺
者
'
由
詩
文
之
上
者
'
所
停
止
訴
訟

｣
と
'
先
の
詩
文
が
根
拠
と
な
っ
て
再
び

敗
訴
し
て
い
る
｡
三
度
目
は
前
掲
'
嘉
吉
二
年
の
輪
旨
に
み
え
る
も
の
で
'
三
た

び
敗
訴
し
て
い
る
｡
最
後
は
'
厳
密
に
言
え
ば
'
訴
訟
そ
の
も
の
が
受
理
さ
れ
な

か

っ
た
の
で
､
相
論
と
は
い
え
な
い
が
'

『
蔭
涼
軒
日
録
』
に
み
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
｡
文
明
十
七

二

四
八
五
)
年
九
月
十
四
日
条
に

｢伊
勢
国
三
重
郡
智
積
御

(義
持
)

厨
大
日
寺
領
也
'
自
勝
定
院
相
公
御
代
松
木
殿
押
領
'
以
代
々
衛
判
支
証
等
､
錐

(貞
宗
)

掌
僧
持
来
'
-
-
伊
勢
之
御
母
之
吹
嘘
也
｣
と
あ
る
が
､
同
月
二
十
日
条
に
は

｢

白
魔
苑
院
到
来
伊
勢
国
大
日
寺
領
不
知
行
事
'
自
伊
勢
守
御
母
以
状
可
連
上
聞
由
'

(貞
誠
)

(貞
宗
)

被
自
之
'
墨
廼

一
行
於
伊
勢
右
京
亮
方
､
可
披
露
否
之
事
可
被
尋
改
古
之
由
自
之
､

右
京
亮
日
'
不
及
日
数
苗
'
大
日
寺
雑
掌
兼
目
白
比
事
へ
不
可
叶
由
返
答
之
'
今
又

如
此
自
之
,
不
審
由
右
京
被
白
云
々
｣
と
,
貞
慕
母
,
亀
泉
実
証
を
通
じ
て
運
動

を
行
な
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
が
'
理
そ
の
も
の
が
な
か

っ
た
と
み
え
'

貞
誠
に
よ
っ
て
冷
た
-
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
｡
以
上
の
よ
う
な
大
日
寺
の
執
勘
な

訴
訟
が
行
な
わ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
'

応
永
十
七
年
は
'
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
t.
宗
量
が
智
積
御
厨
を
大
意
庵
に
売
却
し

た
時
に
あ
た
っ
て
お
り
'
嘉
吉
二
年
四
月
は
'
前
年
義
教
暗
殺
後
の
'
将
軍
空
位

時
代
に
あ
た
っ
て
い
る
｡
文
明
十
七
年
は
'
や
は
り
大
慈
庵
と
の
細
論
が
継
続
中

で
あ
り
_'

7
万
在
地
に
お
い
て
は
'
峯
弾
正
忠
の
押
領
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い

⑳

る
時
で
も
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

<
大
意
庵
∨

大
慈
庵
は
相
国
寺
塔
頭
慶
雲
院
の
末
寺
で
'
康
正
二
･(
1
四
五
六
)
年
か
ら
文

明
十
八
年
ま
で
相
論
が
断
続
的
に
起

っ
て
い
る
｡
こ
の
相
論
の
原
因
は
'
松
木
宗

綱
の
主
張
に
よ
れ
ば
'

｢
け
い
雲
屈
よ
り
申
給
侯
と
て
国
を
お
さ
え
候
'
め
い
わ

く
申
つ
く
し
か
た
く
候
､
こ
の
事
は
祖
父
む
ね
量
卿
'
さ
か
の
大
し
庵
へ
五
十
年

(
f
聖
ハ
○
)

⑳

を
か
き
り
て
け
い
や
く
の
事
に
て
侯
'
ね
ん
き
寛
正

元
年
に
て
侯
｣
と
'
宗
量

(

宣
)
が
五
十
年
年
季
で
売
却
し
た
の
で
あ
る
が
､
他
方
'
大
意
庵
側
は
'

｢
昔
松

(
継
力
以
下
同
ジ
)

木
家
宗
宣

5
'
為
大
慈
庵
之

檀
那
間
楓
真
之
時
節
'
請
得
宗
竜
卿
於
大
慈
庵
'
酒

宴
半
'
宗
宣
卿
云
'
宗
量
卿
寄
進
状
未
見
之
'
請
許

7
見
'
即
取
出
之
供

忘
見
､

宗
宣
之
云
'
為
後
代
可
写
置
之
'
先
可
供
賜
.
懐
之
帰
'
其
後
日
寺
家
.
難
語
之

逐
不
出
'
故
寺
家
干
今
宗
量
之
寄
進
状
無
之
'
-
-
勝
定
院
殿
'
普
広
院
殿
'
当

8



(
綱
)

㊧

和
代
衝
判
井
松
木
家
完
縄
詩
文
供
台
覧
｣
と
'
宗
宣
が
寄
進
を
し
た
事
'
義
持
以

来
の
安
堵
状
を
得
て
い
る
事
宗
綱
の
請
文
の
存
在
を
主
張
の
眼
目
と
し
て
い
る
｡
顔

正
二
年
六
月
十
二
日
付
'
義
政
御
判
御
教
書
は
'

｢智
積
御
厨
年
貢
参
分
壱
事
'

㊧

中
御
門
侍
従
宗
綱
当
知
行

｣
に
任
せ
て

｢
嵯
峨
大
慈
庵
違
乱
｣
を
退
け
て
安
堵
を

し
て
い
る
｡
し
か
し
問
題
は
こ
れ
で
結
着
が
つ
か
な
か

っ
た
よ
う
で
､
翌
長
禄
元

●
●
●
●
●

年
十

百

十
九
日
付
,
奉
行
人
奉
書
で
は

｢
嵯
峨
大
慈
庵
申
加
惣
安
堵
,
掛
掛
云

々
-
-
･既
去
年
被
成
御
判
上
者
早
退
彼
押
妨
人
等
｣
け
と
再
び
安
堵
を
受
け
て
い

⑳

る
が

'
『
蔭
涼
軒
日
録
』
同
日
条
で
は
'
真
薬
が
'

｢
嵯
峨
大
慈
院
領
松
木
殿
達

乱
之
事
-
'
此
件
伺
之
'
｣
と
あ
り
'
十
二
月
二
十
日
条
で
は

｢大
慈
庵
-
安
堵

御
判
之
事
｣
と
大
患
庵
が
安
堵
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
相
論
は
'
い
ず

れ
に
し
て
も
'
宗
綱
の
言
う
年
季
で
あ
る
寛
正
元
年
以
前
の
こ
と
で
あ
り
､
大
慈

庵
は
こ
の
年
季
明
け
を
前
に
し
て
'
単
な
る
年
貢
収
納
者
か
ら

一
歩
進
め
て
'
下

地
支
配
を
計

っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
し
か
も
'
幕
府

内
部
に
こ
の
よ
う
な
大
意
庵
の
動
き
を
支
持
す
る
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で

㊨

あ
る
｡
こ
の
相
論
は
応
仁
元

二

四
六
七
)
年
'
再
び
ひ
き
起
こ
さ
れ
'

｢寄
埠

於
左
右
,
嵯
峨
大
慈
院
墓

約
之
旨
遵
乱
云
々
咽
と
み
え
て
い
る
｡
三
度
日
は
文

明
十
四
年
に
生
じ
て
お
り
､

『
醐
醍
寺
文
書
』
六
六
六
号
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い

る
案
文
中
に
'

｢
此
十
通
正
文
'
依
参
分
壱
之
事
､
慶
雲
院
乱
訴
'
文
明
十
四
年
～

壬
七
月
'
飯
尾
加
賀
守
許
へ
付
置

'
為
用
意
案
文
留
之
｣
と
あ
り
'

『
蔭
涼
軒

日
録
』
同
十
八
年
七
月
十
五
日
条
に
'
こ
の
時
の
奉
行
人
意
見
状
の
内
容
が
摘
記

さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､

｢
於
寺
家
､
宗
喜
卿
寄
進
状
無
之
､
則
無
疎
遠

也
,
松
木
家
五
十
年
寄
進
云
々
｡
是
又
無
支
証
然
者
無
堆
逮
也
｣

と
大
意
庵
側

の
敗
訴
に
終

っ
て
お
り
'
翌
十
五
年
四
月
十

一
日
付
奉
行
人
連
署
奉
書

に
よ

っ
て
宗
綱
が
安
堵
を
う
け
て
い
る
｡
し
か
る
に
､
同
十
八
年
'
四

度
'
訴
訟
が
生
じ
て
い
る
｡

『
蔭
掠
軒
日
録
』
七
月
十
二
日
条
に
'

｢慶
雲
院
春

英
西
堂
来
日
'
大
慈
庵
領
伊
勢
国
智
積
御
厨
三
分

一
事
'

一
乱
以
来
松
木
家
押
領
'

代
々
御
判
#
支
証
数
通
持
来
'
-
支
証
十
五
通
申
状

一
通
話
取
之
｣
と
実
証
を
媒

介
し
て
提
起
さ
れ
'
十
五
日
等
持
院
に
お
い
て
義
政
の
前
で
審
理
が
行
な
わ
れ
て

い
る
｡
こ
の
時
の
寺
家
側
の
主
張
は
先
に
少
し
ふ
れ
た
ご
と
-
で
あ
る
が
'
文
明

十
四
年
の
意
見
状
に
対
し
'
松
木
家
寄
進
状
は
宗
継
が
返
却
し
な
い
こ
と
t
か
つ
､

｢
雑
然
,
勝
定
院
殿
之
勧
判
任
寄
進
状
旨
云
〝
,
然
別
,
曽
有
寄
進
事
,
無
其
疑

(英
基
)

平
'
為
寺
家
之
理
'
其
正
文
寺
奉
行
布
施
下
野
守
遂
不
供
台
覧
'
以
故
寺
家
子
今

不
知
行
也
｣
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
時
の
訴
訟
は
'
前
年
に
生
じ
た
奉
公

人
'
奉
行
人
の
対
立
か
ら
'
布
施
英
基
の
失
脚
に
至
る
幕
府
内
部
の
抗
争
と
深
く

㊧

関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
'
そ
の
結
果
は
明
ら
か
で
な
い
｡

以
上
'
中
御
門
家
は
'
十
五
世
紀
を
通
じ
て
'
大
日
寺
へ
大
慈
庵
と
の
相
論

(

あ
く
ま
で
も
'
そ
れ
は
領
主
間
の
柏
論
で
あ
り
へ
こ
の
背
景
に
は
'
在
地
の
動
き

が
予
測
で
き
る
が
明
ら
か
に
し
え
な
い
｡
)
に
対
応
せ
ね
ば
な
ら
ず
'
そ
の
上
'

三
分

1
に
知
行
地
が
減
少
す
る
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
'
た
え
ず
不
安
定
な
状

態
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡

四
､
長
禄
二
年
の
年
貢
帳
を
め
ぐ
っ
て

智
積
御
厨
の
年
貢
帳
は
'
長
禄
二
年
と
延
徳
二

二

四
九
〇
)
年
作
成
さ
れ
た

も
の
こ
冊
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
'
二
'
三
検
討
を
し
た
い
｡
こ
の

年
貢
帳
は

｢智
積
御
厨
内
御
年
貢
帳
之
事
｣
と
い
う
内
題
を
も
ち
'
十
二
月
十
三

日
の
日
付
-
大
慈
庵
と
の
柏
論
が

一
応
の
結
着
が
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
頃
I
が
あ

る
が
'
作
成
者
の
記
載
は
な
い
｡
記
載
の
仕
方
は
郷
名
の
な
い
地
域

(御
厨
の
中

心
地
で
あ
ろ
う
か
｡
)
か
ら
'
中
村
'
桜
'

一
色
'
森
'
平
尾
'
上
衣
比
原
の
順
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に
な
さ
れ
て
お
り
'
農
民
数
六
九
人
'
田
積
五
二
町

l
反
三
三
六
歩
'
畠
地
若
干
'

屋
敷
を
数
え
る
O
こ
の
田
積
は

『
神
鳳
抄
J
に
み
ら
れ
る
百
八
十
町
の
約
三
分

7

に
あ
た

っ
て
お
り
'
ま
さ
し
-
前
述
の
相
論
の
対
象
と
な
っ
た

｢
三
分

二

に
相

あ
た
る
も
の
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
'
鎌
倉
期
に
み
え
た
庭
田
'
瓜
生
へ
小
林
の
地

名
は
こ
こ

で
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
｡
記
載
例
を
あ
げ
る
と
'

!
四
郎
丸
名

宿
野
方
分
名
代
平
尾
遺
勢

公
田
壱
町
壱
段

参
斗
代

ヒ

ヒ

ヒ

勧

○
個
壱
段

○
石
代

○

ヒ

ヒ

ヒ

出
田
五
段

四
斗
代

二

己
上
壱
町
■
段
分
米

｢
六

｣

(
ヒ
)

此
内
小
御
年
貢

峯
方
よ
り
出
侯

石
｢
斗

(秦
)

此
内
弐
貫
四
百
文

両
別
両
度
分

t
石
九
斗
二
舛

四

一

八

定
電

詔

斗
八
舛

此
内

同
糸
代
百
文

一
石
五
斗
御
年
貢

小
笠
野
方
開
所

同
地
子
五
百
文

意

両
度
分
黒

㌍

出

此
地
子
内
弐
百
文

小
笠
原
方
開
所

と
名
単
位
と
'
膏
蓮
'
四
丁
町
'
本
別
納
'
新
別
納
な
ど
の
名
称
を
冠
し
た
散
在

-
ヨ
ウ
ナ

田
へ
未
国
名
､
五
郎
丸
名
な
ど
名

の
名

を
冠
し
た
散
在
田
と
に
大
別
さ
れ
る
｡
こ

れ
ら
の
散
在
田
は
六
～
石
代
ま
で
の
高
斗
代
と
な
っ
て
い
る
｡
後
半
部
分
は

｢
小

公
事
物
｣
と
し
て
名
ご
と
の
公
事
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

(後
述
)

第

7
表
は
名
別
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
伊
藤
氏
論
文
第

1
表
と
基
本
的
に

同
じ
で
あ
る
が
'
若
干
補
訂
し
て
あ
る
｡

名
は
例
で
あ
げ
た
よ
う
に
へ
公
田
と
出

田
と
か
ら
成
り
た
ち
｣こ
の
他
個
が
十
二
の
名
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
｡
公
田
は

三
斗
代
'
出
田
は
四
斗
代
'
佃
は
石
代
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
合
計
し
た
面
積
は
四

郎
丸
名
の

7
町
七
反
か
ら
'
衣
比
原
東
方
善
阿
弥
跡
の

一
反

Z
八
八
歩
ま
で
相
当

の
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
が
､
出
田
部
分
は

1
定
の
原
則
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
っ
て
t

i
名
当
り
四
反
余
と
い
う
'
い
わ
ゆ
る

均
等
名
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
｡

こ
の
年
貢
帳
に
記
載
さ
れ

た
名
は
再
編
成
さ
れ
た
名
で
あ
り
'

｢
名
の
解
体
｣
を
論
ず
る
場
合
'
全
圧
の
三

分

1
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
'
慎
重
な
作
業
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
0

7
万
収
納
分
は
分
米
よ
り
'

｢
両
別
両
度
分
｣
を
控
除
し
た
も
の
が
'

｢
定
米
｣

と
し
て
計
上
さ
れ
'
そ
の
他
若
干
の
名
に
糸
代
等
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
｡
両
別
両

度
分
は
名
に
の
み
控
除
さ
れ
て
い
る
が
'
何
を
さ
す
の
か
'
明
ら
か
で
な
い
｡
あ

る
い
は
､

｢
1
公
田
内
よ
り

1
反
1二
一日
充
の
日
数
を
つ
き
'
京
帰
夫
'
京
上
之

荷
の
お
も
さ

ハ
･
八
貫
二
百
日
'
斗
代
田
内
よ
り
津
公
事
何
方
に
て
も
侯
へ
'

!

宿
充
に
て
侯
｣
と
あ
る
夫
役
に
対
す
る
給
付
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
t

T
名
に
つ
き
､

7
石
九
斗
1
1升
と
均

1
に
控
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
｡

特
に
こ
の
均

7
性
は
次
の

｢
小
公
事
物
｣
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

1
層
鮮
明

に
な
る
｡
記
載
例
を
あ
げ
る
と
'

〔道
勢
〕

7
四
郎
丸
名

宿
野
方
分

名
代
□
□
四
郎
九

滴
口
八
舛

盆
供
米
三
舛

焼
米
代
三
舛
三
合

名
七
十
文
'
二
反
三
文

節
料
五
十
文

山
の
芋
寸

f

名
書
代
琳
二
文

薦
二
枚

こ
れ
を
第

7
表
の
名
の
番
号
と
照
応
さ
せ
て
ま
と
め
た
も
の
が
第
二
表
で
あ
る
｡

こ
の
表
に
つ
い
て
は
余
り
多
-
の
説
明
は
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
①
-
⑧
ま
で
は
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名 主 名 公  田 佃 出 田 計 分 米
両
理 P 定  米 糸 代 備 考

1 暦幹方峯窒道勢 四 郎 丸 lTメ 歩 繹  歩 5反  歩 lT 7反  歩 ♂ 計 升 合 F針 歩 √ 計 計 合 100t 小笠原方 1石 5斗開所

中 村 道 泉 検   校 8 2   7 1   9  2 7  8

中 村 教 蓮 大 夫 内   人 4  半 4  290 9  100 3   7   7 1   9  2 1   3   5 6斗宿野方

4 桜 善 仏 八 郎 左 ヱ 門 後   家 4  290 1  1  2 9 0 4   0   2 1   9  2 2   1

森 浄 弥 乙   房 4  290 9 290 3   4  2 1   9   2 1   5

局 用 伊連 瓦
曇 駅 笑 夫

太郎大夫 9 252 4   298 1   4  190 5   3   2 1   9   2 3   4

平尾浄徳 ・源阿弥 光 太 郎 1    1 半 4 290 1  6  110 5   7   2 1   9  2 3  8

8 平尾 覚 照 兵 衛 新 大 夫 1 4    70 1  1 (?) 5 6 7 7 1   9   2 1石 2斗 小笠原閾所

9 中村 善教六郎大 夫 弥腎 半名 4  半 半 2   100 2   7   6 9   6 1   8

10 宿野
海色碁四郎兵ヱ 弥平子半名 4  半 半 2  100 2   7   6 9   6 1   8

北桜妙
三杏森廟 丘ヱ 駿河半名 2   0 7   60 2   3   6 9  6 1 JJ脅昇総蔦

1 2 妙       願 平   松 2  大 1  260 4  140 6  4 8

宿野方 森 与三ヱ門 平松半名 1  /1ヽ 288 2   48 7   2 3   2 4

至套壼爆・善幸太郎 惣 三 郎 大 3   19 1   0  288 4   7 1  2   4 2 7 6 7

下衣比原孫太郎
徳願 惣 三 郎 1  252 7    12 2   5   1   3 6  8 1 8 3 3

16 平 尾 性 幸 左 ヱ 門 菊   王 2   60
つ
ん 4   60 1   4  5 9   6 4  9

平 尾 道 幸 松 太 郎 4 1   3 4   3   3 1   9   2 2   3   8

1 8 森 祢 宜 大 夫 祢   宜 1  半 1    75 2   255 9   3 4   8 4   5 5 0

1 9 桜 善 仏 八 郎左 ヱ 門 祢   宜 1  半 1   75 2  255 9   3 4   8 4   5 50

墓嚢新 .善峯孫太郎 善  願 1 4 290 1   4  290 5   6   2 1   9   2 3   7

高 角 浄 蓮 左 ヱ 門 松 太 郎 1 120 240 6   6   5 2  66 4

野尻方名代善仏大夫 光   安 8 4  半 1 3 半 5   2 1   9  2 2   4  8

2 3 野 尻 方 疋       「 : 0 0 半 2  240 9 4  8 4   2

24
宿野万名

袋与三ヱ門
理   教 4  290 1   0  290 3   7   2 1   9  2 1   8

衣 比 原 北 方 _L 福 益 1  188 2  188 9  0  8 2  08 100

衣 比 原 東 方 軸 力跡 188 1  188 2  08

衣 比 原 北 方 曽   井 1   0 4  298 1   4  298

1   8   さ降

4   9  2 1   9  2

28 黒田方名代神田主計 垣   風 1 1  半 7   2 100

黒 田 中 務 方 自 名 1 2  半 3 1   5   主ト 4   9   5 1   9   2 3   0   3 100

出雲方 ・桜
夕裏診 願

下 福 益 2 ,J, 1    144 3  264 1   2   6 5   2

-11～ 12-

第 1 表

名 主 名 公 田 価 出田 計 分 米 日照 鳩 分 定 米 糸代 備 考

1 宿 野 方章崖道勢 四 郎 丸 lT 声 歩 l皮 歩 5反 歩 lT 7& ,3-南 井 升 合 声 94 升声 3.+ ㌔ ｢ 合 100文 小笠原方 1石5斗開所

2 中 村 道 ~泉 検 校 5 3 8 2 7 1 9 2. 7 8 J

3 中 村 教 蓮 大 夫 内 人 4 半 4 290 9 100 3 7 7 1 9 2 1 3 5 100 6斗宿野方

456 桜 善 仏八 郎 左 ヱ 門 後 家 7 4 290 1 1 2誹) 4 02 1 9 2 2 1

き森 浄 鉢 乙 房 5 4 29) 9 芸)0 3 4 2 1 9 2 1 _5

向 浄蓮左量だ笑夫 太郎大夫 9 252 4 298 1 4 190 5 3 2 1 9 2 3 4

7 平 尾浄徳 .源 阿 弥 光 太 郎 l l 辛 4 2幻 1 6 110 5 7 2 1 9 2 3 8

8 平 尾 覚 照 兵 衛 新 大 夫 7 1 4 70 1 .1 〔?) 5 6 7 7 1 9 2 4 1石2斗小笠原開所

,.9 中村 善教 六郎 大 夫 弥平子半名 4 半 亘 2 100 7 2 7 6 9 6 1 8

10 宿野蚕急募四郎兵ヱ 弓秤 手半名 4 半 辛 2 100 7 2 7 6 9 6 1 8

ll 北桜妙撃大義 兵ヱ 駿河半名 5 2 6) 7 60 2 3 6 9 6 1 5 77355# 髄 .

12 妙 願 平 松 2 大 1 260 4 140 6 4 (?) 6 4 8

13 宿野方 森与三ヱ門 平松半名 1 小 2% 2 487 7 2 3 2 4

14 詑 望酎 善幸太郎 惣 三 郎 7 大 3 19 1 02缶 4 7 1 2 4 2 7 6 7

15 下表比原孫太郎鮎 惣 三 郎 5 小 1 252 7 12 2 5 1 3 6 8 1 8 3 3

17 平 尾 ■ 道 . 幸 松 太 郎 9 4 1 3 4 3 3 1 9 2 2 3 8

1_8 森 祢 宜 大 .夫 祢 宜 1 半 ■ 1 75 2 255 9 3 4 8 4 5 50

19 桜 草仏ノし郎左 ヱ 門 祢 宜 1 半 1 75 2 255 9 3 4 8 4 5 50

20I妄動 野 .善幸駄 郎 善 願 9 1 4 2fX) 1 4L2fX) 5 6 2 1-9 2 3 7

21 高 角 浄 蓮 左 ヱ 門 松 太 郎 1 120 240 2 6 6 5 2 661 9 2 422 野尻方名代善仏大夫 光 安 8 1 4 半 1 3 半 5 2 2 4 8

23 野 尻 方 是 吉 1 6) 辛 2 240 9 ｢ 4 8- 4 2

24 宿野方i;B 与三ヱ門 i理 教 6 4 290 10 2幼 3 7 2 1 9 2 1 8 100ド

25 衣 比 原 北 .方 巨 福 益 1 1 188 2 188 9 0-8 2 08 7

26 衣 .比 原 東 可 耕 弥 カ跡 1 1缶 1 188 2 08 3

27 I衣 比 原 北 方 曽 井 10 4 298 1 4 298 4 9 2 1 9 2 3

･.- .■ 1 9 2

28 黒折方名代神凹主計 垣 嵐 l l 1半5 1 8 半 7 2 100

29 黒 田 中 務 方 目 名 1 2 半 i3 1 5p 半 4 9 5 3 03 100

ヽ ー
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第
2

表

名
絹

口
盆

供
米

･焼
米

代
名

二
反

節
料

山
の
芋

名
言

薦
備

考

1
四

郎
丸

8
サ

3
升

㌔
ト
3
合

7
0
文

3
文

9
0
文

寸
-

3
2
文

2
枚

2
検

校
･
甲

3
1

5
7
0

13
5
0

寸
-

3
2

3
内

人
l

8
3

･3
3.
5

7
0

3
5
0

寸
-

3
2

2

4
後

家
8

3
2

1
7
0

3
5
0

寸
-

3
ノ2

2

5
乙

房
8

3
1

5
7
0

3
5
0

寸
-

3
2

2
公

事
半

分
小

笠
原

方

6
太

郎
大

束
8

3
2
_
7

7
0

31
5
0

寸
-

3
2

2

7
光

太
郎

8
3

3
3

7
0

3
5
0

寸
-

3
2

2

8
.

新
大

夫
8

3
2

1
7
0

-
3

5
0

寸
-

3
2

2

■
9

弥
平

子
尊

名
4

1.
5

1
5

3
2

3
2
5

寸
半

1
6

1

1
0

弥
平

子
半
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5
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5
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2
5
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半

1
6

1

l
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駿
河
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分

l
4
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5
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2
5

寸
半

1
6

1

1:
2

平
松

2.
7

1
8

2
4

3

･
1
3

平
松
半
名
三
分
-

1.
3

0.
5

3

1
4

惣
三

郎
8
.

2
1
.

7
0

･3
1
2

1
5

l
惣

三
郎

3
3
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0
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6
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焼
米
代
の
不
均
等
を
除
け
ば

(検
校
名
の
薦
は
記
載
も
れ
か
)
'
公
事
は
全
く
均

7
で
あ
る
｡
こ
れ
は
第

7
表
の

｢
両
別
両
度
分
｣
'

｢
出
田
｣
の
均
等
さ
と
照
応

し
て
お
り
,
こ
の
八
名
が
〝
完
全
な

〃
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
⑨

･
⑲
の
弥

･､ヽ
ヨ
ウ

平
子
半
名
は
そ
の
名
の
通
り
合
計
す
れ

ば
7

名

と

な
る
O
以
下
⑪
駿
河
名
も
尊
名
'

⑲

･
⑲
の
平
松
名
は
合
計
し
て
尊
名
'
⑲

･
⑲
惣
三
郎
名
は
計

f
名
'
⑲
菊
王
名

は
尊
名
'
㊥
松
太
郎
は
備
考
に

｢尊
名
小
笠
原
方
開
所
｣
'
⑲
⑲
祢
宜
名
は
計
半

名
と
な
る
｡
こ
の
原
則
に
合
わ
な
い
の
は
⑳
善
願
名
'
㊥
松
太
郎
で
あ
る
が
'
こ

れ
は
収
取
者
が
異
な
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
｡
⑨
-
⑲
ま
で
の
右
の
結
論
を
再
び

第

7
表
に
あ
て
は
め
れ
ば
'
④
-
㊥
と
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
O
以
上
の
よ
う
に

こ
の
年
貢
帳
に
見
ら
れ
る

｢
名
｣
は
公
事
物
収
取
を
基
本
と
し
て
編
成
さ
れ
た
均

等
名
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
｡
そ
し
て
'
小
公
事
物
の
記
載
が
な
い
㊧

以
下
の
名
も
'
①
～
㊧
と
同
じ
-
均
等
名
で
あ
っ
た
こ
と
は

｢
両
別
両
度
分
｣
｢

出
田
｣
の
数
値
を
二
乃
至
四
倍
す
れ
ば
容
易
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
小
公
事

物
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
収
取
者
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
｡
こ
れ
は
三
分
割
が
必
ず
し
も
地
域
割
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'
こ
の
よ
う
な
均
等
名
体
制
が
い
つ
成
立

し
た
か
t
と
い
う
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
'
こ

れ
を
推
測
す
る
手
掛
り
さ
え
得

ら
れ
な
い
で
い
る
｡
次
の
課
題
と
し
た
い
｡

と
も
あ
れ
'
伊
勢
国
に
お
有
る
均
等
名
庄
園
の
事
例
を
新
た
に

叫
つ
付
け
加
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

お
わ
り
に

残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
｡
と
り
わ
け
貴
重
な
庄
園
絵
図
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ

㊨

と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
始
め
'
守
護

･
赤
堀
民
ら
の
守
護
被
官

･
関
氏

･
峯

氏
を
中
心
と
す
る
在
地
を
と
り
ま
-
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
全
く
視
野
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
｡

注

㊥

醍
醐
寺
領
曽
祢
荘
ほ
著
名
な
荘
園
で
あ
り
'
こ
の
荘
関
係
の
史
料
は
古
代
'

中
世
史
研
究
に
よ
-
引
用
さ
れ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
本
格
的
に
と
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
､

竹
内
押
二
二
氏
編

『
荘
園
分
布
図
』
上
で
は
安
濃
郡
安
濃
町
曽
祢
に
比
定
さ
れ
'

西
垣
晴
次
'
松
島
博
氏

『
三
重
県
の
歴
史
』
図
表
'
平
松
令
三
氏
編
著

『
郷

土
史
辞
典

三
重
県
』
も
同
じ
誤
り
を
踏
襲
さ
れ
て
い
る
｡
弥
永
貞
三

･
谷

間
武
雄
氏
編
著

『
伊
勢
湾
岸
地
域
の
古
代
条
里
利
』
で
は
今
後
の
課
題
と
し

な
が
ら
も

(
二

七
頁
)
安
濃
郡
条
里
十

7
条
五
里
の
地
点
に
求
め
よ
う
tA
J

さ
れ
て
い
る

二

〇
六
頁
)
｡
こ
れ
ら
の
誤
り
が
そ
の
ま
ま
､
平
山
浩
三
氏

の

｢
一
国
平
均
役
荘
園
催
徴
の

一
形
態
｣

(
『
日
本
史
研
究
三

三

〇
号
)

に
も
ち
こ
ま
れ
'
曽
祢
荘
に
乱
入
し
た
郡
司
を
安
濃
郡
司
と
さ
れ
て
い
る
｡

(
二
八
貢
)
以
上
は
揚
げ
足
と
り
で
あ
っ
て
'
研
究
者
間
で
は
＼
曽
祢
荘
は

≡
心
郡

現
三
雲
村
久
米
か
ら
松
阪
市
松
崎
浦
町
に
か
け
て
の
海
上

･陸

上

交
通
上
の
要
衝
に
位
置
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
'
あ
え

て

〓
昌
す
る
次
第
で
あ
る
｡

②

『
文
化
』

7
九
-
五
号

㊥

『
鎌
倉
遺
文
』
十
五
巻
'

〓

八
三
六
号

④

『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
八
巻
'
八
三
四
二
号
と
し
て
正
嘉
三

二

二
五
九
)

年
正
月
日
の
日
付
に
よ
っ
て
所
収
さ
れ
て
い
る
文
書
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ

1 4



の
文
書
は
'

｢
-
可
治
定
之
旨
'
被
下
御
奉
書
畢
'

∩
日

日

∪
構
虚
言
之

由
申
之
-
｣
の
虫
喰
部
分
の
前
後
は
明
ら
か
に
異
な
る
内
容
で
あ
っ
て
'
後

半
部
分
は
八
三
四
〇
･
四

三
号
文
書
と
関
係
L
t
前
半
は

二

八
三
六
号
文

書
と
関
係
す
る
｡
従

っ
て
こ
の
文
書
の
前
半
部
分
は
文
永
十
二
年
前
後
の
も

の
と
推
定
し
た
｡

⑨

『
鎌
倉
遺
文
』
ニ
ー
六

1
四
号
'
神
宮
雑
書
｡

⑥

『
神
風
抄
』
に
つ
い
て
は
,
西
垣
晴
次
氏

｢中
世
神
官
領
の
構
造
｣

品

歌
森
太
郎
先
生

『
古
代

･
中
世
の
社
会
と
民
俗
文
化
』
所
収
｡
)
に
委
し
-

暦
記
念

分
析
さ
れ
て
い
る
｡

⑦

こ
こ
で
い
う

｢
正
御
上
分
｣
､

｢
中
上
分
｣
の
違
い
は
明
ら
か
で
な
い
が
'

類
似
し
た
例
と
し
て
員
弁
郡
大
井
田
御
厨
の
場
合
､

｢
正
月

一
日
年
始
最
初

御
祈
祷
之
神
事
大
饗
料
米
十
石
井
年
中
諸
節
供
用
料
米
三
石
｣
と
区
別
さ
れ
､

前
者
は
大
上
分
米
'
後
者
は
ま
た

｢
御
費
小
上
分
｣
と
も
い
わ
れ
て
い
る

へ

｢
氏
経
卿
引
付
｣
六
な
ど
｡
)

⑧

『
氏
経
卿
引
付
』
三

⑨

西
川
順
正
氏

｢神
宮
神
領
資
料
｣

(
『
勢
陽
論
叢
』
四
号
)
所
収
に
よ
る
｡

⑲

関
係
者
の
系
図
は
左
の
通
り
で
あ
る
｡

(
『
系
図
総
覧
』
下
)

一祢
宜

章
延

-

仲
成

章
氏
等
が
嫡
家
分
を
相
続
し
た
経
緯
は
不
明
｡

⑭

『
大
日
本
史
料
』
六
編
二
八
巻
所
収
｡

⑲

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
｡

⑲

こ
の
相
論
は
嘉
暦
三
年
ま
で
続
い
て
い
る
｡

(
『
醍
醐
寺
文
書
JI
f
巻
二

五
祢
五

五
祢
宜

経
仲

}iT~~ 1
1

ヨ

■

延
経

-
経
頼
-

経
盛

-
経
世

経
国 成

家

｣

成
俊
1

長
家

成
忠

｢
興
家

七
三
号
へ)
な
お
蛇
足
で
は
あ
る
が
同
文
書
傍
注
に
室
町
三
位
を
雅
春
と
L
t

(中
)

宛
先
藤
□
納
言
を
三
条
実
任
と
比
定
す
る
の
は
誤
り
｡

⑭

『
御
教
書
案
』
'
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
後
述
｡

⑯

師
朝
の
女
に
は
冷
泉
相
国
西
園
寺
公
相
の
妻
と
な

っ
た
人
物
が
い
る
｡

⑲

『
御
教
書
案
』

㊥

『
公
卿
補
任
』
建
武
四
年
｡

⑲

『
南
部
文
書
』
五
'
所
収
｡

⑲
･
⑳

『
御
教
書
案
』

㊧

と
は
い
え
'
中
御
門
家
の
知
行
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

宗
量

(宣
)
は
次
章
で
み
る
ご
と
く
'
大
慈
庵
に
こ
れ
を
売
却
し
て
い
る
L
t

彼
自
身
'
長
期
に
わ
た
っ
て
勅
勘
の
身
で
あ
っ
た
｡

(
『
薩
戒
記
』
正
長
二

年
二
月
十
三
日
条
に
'

｢
或
入
日
'
中
衛
門
前
中
納
言
'
昨
日
参
院
'
此
人

十
余
年
依
勅
勘
'
塾
居
'
其
問
逐
出
家
今
有
恩
免
云
々
｣
と
あ
る
｡

応
永
三

十
年
の
将
軍
義
持
御
教
書
案
､

『
醍
醐
寺
文
書
』
六
六
六
の
九
t
に

｢大
宮
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局
雑
掌
申
･･･｣
と
あ
る
の
は
そ
の
た
め
か
o
し
か
し
な
が
ら
同
三
十

7
年
に

は
宗
継
に
相
続
が
許
さ
れ
て
い
る
｡
同
文
書
六
六
六
の
三
｡
義
持
御
判
御
教

書
案
｡
た
だ
し
同
文
書
が
宗
量
と
傍
注
す
る
の
は
誤
り
｡
)
そ
の
後
'
同
文

書
七
八
七
､
享
徳
年
間
の
大
館
教
氏
書
状
案
に
'

｢伊
勢
国
智
積
御
厨
と
申

在
所
之
内

こ
'
私
開
所
拝
領
之
由
申
候
て
'
山
中
式
部
と
申
者
'
可
入
申
風

聞
-

(後
略
)
｣
と
み
え
'
こ

の
時
は
救
民
は

｢
不
存
知
事
｣
と
述
べ
､て
い

る
が
'
開
所
処
分
を
う
け
た
人
物
が
い
た
こ

と
は
'
長
禄
二
年
の
年
貢
帳
に

｢
小
笠
原
方
開
所
｣
の
注
記
が
あ
り
'

『
氏
経
卿
引
付
』
康
正
三
年
の
目
安

(注
⑧
文
書
)
に

｢
当
時
小
笠
原
殿
御
代
官
号
開
所
有
限
上
分
米
華
ロ
入

米
｣
無
沙
汰
と
雑
掌
光
安
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
の

被
処
分
者
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
'
結
果
的
に
幕
府
権
力
の
浸
透

が
強
ま
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
｡
ま
た
'
そ
の
原
因
と
な
っ
た
事
由
は
明

ら
か
で
な
い
が
'
少
な
-
と
も
康
正
二
年
以
前
へ
申
御
門
家
の
所
領
が
三
分

1
に
減
じ
て
い
た
こ
と
が
大
意
庵
と
の
柏
論
関
係
文
書
に
よ
っ
て
う
か
が
え

る
｡

⑳

た
と
え
ば
'

永
和
二
年
五
月
十
七
日
'
幕
府
御
教
書
案
｡

｢
軍
勢
等
妨
｣

(
ノ『
衡
教
書
案
』
)

康
贋
元
年
十
月
十
三
日

幕
府
御
教
書
案

｢
早
退
押
領
人
等
｣

(
『
醍
醐
寺
文
書
』
六
六
六
の

I
r
)

永
徳
二
年
十
月
十
九
日

義
満
勧
判
御
教
書
案

｢俵
不
慮
之
儀
'
干
今
達
乱
之
由
｣
'

(
『
御
教
書
案
』
)
等
々
｡

⑳

同
文
書
第

i輯
'
武
将
書
状
編
三
九
三
'
金
沢
貞
顧
書
状

に'

㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨

｢勢
州
大
日
寺
勧
噸
寺
間
事
'
為
矢
野
伊
賀
入
道
奉
行
'
令
申
候
之
処
'
去

五
日
合
評
定
'
無
相
違
被
成
下
御
教
書
侯
'
-
-
浄
実
御
房
定
喜
悦
候
平
｣

と
あ
る
｡

同
文
書
'
第
四
輪
､
僧
侶
書
状
編
上
'

〓
ハ
九

二

真
如
書
状
に
'

(称
名
寺
)

今
は
貴
寺
fよ
り
十
結
候
上
'
智
積
年
貢
等
□
'
又
'
信
州
禅
門
も
毎
年
如

形
へ
可
扶
持
申
口
､
被
仰
侯
-
-
･
(後
略
)

と
あ
り
'
智
積
御
厨
か
ら
年
貢
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

『
勧
教
書
案
』

『
御
教
書
案
』

『
大
日
本
史
料
』
七
編
七
巻
所
収
｡

『
三
宝
院
文
書
』

『
醍
醐
寺
文
書
』
六
六
六
｡

『
醍
醐
寺
文
書
』
二
八
三
の
五
｡

『
醍
醐
寺
文
書
』
六
六
六
'
紙
背
‖

『
蔭
掠
軒
日
録
』
文
明
十
八
年
七
月
十
五
日
条
｡

『
醍
醐
寺
文
書
』
六
六
六
の

〓
ニ

『
醍
醐
寺
文
書
』
二
八
三
の
三

注
㊧
で
ふ
れ
た
が
'
小
笠
原
氏
の
よ
う
な
奉
公
人
が
知
行
地
を
与
え
ら
れ

て
い
る
｡
明
証
は
も
と
よ
り
な
い
が
'
奉
公
人
-
蔭
涼
軒
-
大
慈
庵
と
い
う

つ
な
が
り
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
｡

『
醍
醐
寺
文
書
』
二
八
三
の
二
｡

『
御
湯
殿
上
日
記
』
文
明
十
八
年
五
月
十
九
日
条
に
'｢
松
の
木
ち
行
に
つ

き
て
'
ち
ょ
く
さ
い
申
さ
る
ヽ
'
し
き
い
な
く
お
は
し
め
す
｣
と
あ
る
の
は

こ
の
訴
訟
と
関
係
あ
ろ
う
｡
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㊨

渡
辺
澄
夫
氏

『
盤
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』
上
'
第
九
章
第
二
節
で
'
久
我

家
領
石
樽
庄
を
均
等
名
庄
園
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
｡

@

『
醍
醐
寺
文
書
』

一
望

六
,
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
｡
同
図
の
作
成

年
代
は
,
同
図
に
み
え
る

｢峯
方
衝
代
官
之
時
新
境
｣
'

｢今
度
此
さ
か
い

を
河
島
山
田
よ
り
こ
す
｣
と
い
う
文
言
が
手
掛
り
と
な
る
が
'
峯
氏
の
代
官

時
代
,
河
島
山
-

の
境
相
論
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
､
確
定
で
き
な
い
｡

峯
氏
は
す
で
に
長
禄
二
年
の
年
貢
帳
に

｢
峯
万
｣
と
し
て
名
前
が
み
ら
れ
'

文
明
十
八
年
､
押
妨
が
退
け
ら
れ
て
い
る
｡
峯
氏
は
開

蒜

で
幕
府
奉
公
衆

(
『
親
元
日
記
』
寛
正
六
年
三
月
十
五
日
条
｡
)
で
あ
る
｡
亀
山
市
川
崎
町

森
を
本
拠
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
､
史
料
上
'
も

っ
と
も
頻
出
す
る

の
は
,

『
氏
経
卿
引
付
』
中
で
､
文
明
十
二
年
九
月
､
鈴
鹿
郡
安
楽
御
厨
を
､

そ
れ
ま
で
の
長
野
氏
に
代
っ
て
知
行
し
て
い
る
｡
同
御
厨
は
長
野
'
開
氏
の

攻
略
の
的
で
あ
っ
た
ら
し
く
,
両
氏
の
勢
力
の
消
長
に
よ
っ
て
そ
の
支
配
者

を
か
か
え
て
い
る
｡
智
積
御
厨
の
代
官
職
を
い
つ
手
中
に
し
た
か
､
は
先
に

の
べ
た
よ
う
に
確
定
で
き
な
い
が
･
文
明
十
二
年
以
降
同
十
七
年
ま
で
の
期

間
が
可
能
性
が
強
い
｡
な
お
､
現
在
同
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
'
ら
ん

ひ
谷
-
乱
飛
･
別
所
堂
=
別
所
谷
､
川
島
川
四
日
市
市
川
島
町
'
水
沢
-
水

沢
茶
屋
町

･
水
沢
美
里
町
,
薦
野
-
菰
野
町
,
宿
野
=
宿
野
が
残
っ
て
い
る
｡

紙
巾
の
関
係
で
省
略
し
た
｡
別
の
機
会
に
右
樽
御
厨
に
つ
い
て
論
じ
た
い
｡
〕

(筆
者
は
三
重
大
学
助
教
授
)
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〔本
稿
は
八

丁
年
度
前
期
で
行
っ
た
講
義
の

義

で
あ
る
O
講
義
の
際
'
多
く

の
誤
り
を
述
べ
た
が
二

つ
1
っ
断
わ
ら
-

っ
た
が
こ
こ
に
訂
正
し
て
お

き
た
い
｡
も
と
よ
り
,
未
だ
多
-
の
誤
り
が
あ
る
と
思
う
｡
御
叱
正
を
賜
わ

り
た
い
｡
な
お
･
当
初
石
持
御
厨
と
対
比
し
っ
っ
述
べ
る
予
定
し
て
い
た
が
'




